
今
定
例
会
で
可
決
し
た�

意
見
書

意
見
書（
要
旨
）

（
要
旨
）�
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国
会
や
政
府
に
お
い
て
は
、
現
在
、

景
気
回
復
に
む
け
て
様
々
な
施
策
の

検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
一
向
に

景
気
回
復
の
兆
候
は
見
え
ず
、
長
引

く
不
況
は
区
民
生
活
に
深
刻
な
影
響

を
与
え
て
い
る
。�

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
東
京
都

が
都
財
政
の
再
建
を
優
先
さ
せ
、「
小

規
模
住
宅
用
地
に
か
か
る
都
市
計
画

税
を
二
分
の
一
と
す
る
軽
減
措
置
」

を
廃
止
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

措
置
は
昭
和
六
十
三
年
度
以
来
継
続

さ
れ
、
す
で
に
制
度
と
し
て
定
着
し

て
お
り
、
廃
止
さ
れ
た
場
合
、
中
小

零
細
企
業
経
営
者
等
に
与
え
る
経
済

的
負
担
、
心
理
的
影
響
は
大
き
く
、

景
気
に
与
え
る
影
響
も
危
惧
さ
れ
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
小
規
模
住
宅
用
地
に
か
か

る
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
を
、
平

成
十
五
年
度
以
降
も
引
き
続
き
継
続

さ
れ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
で

あ
る
。�

（
東
京
都
知
事
あ
て
）�

����������

　�　
景
気
回
復
の
兆
候
が
一
向
に
見
え

な
い
経
済
状
況
の
下
、
中
小
零
細
企

業
経
営
者
は
、
多
く
の
犠
牲
を
払
い
、

あ
ら
ゆ
る
経
営
努
力
を
行
っ
て
い
る
。�

　
こ
の
よ
う
な
中
、
中
小
零
細
企
業

を
税
制
面
か
ら
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
に
実
施
さ
れ
た
、「
小
規
模
非
住

宅
用
地
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画

税
の
減
免
措
置
」
は
、
中
小
零
細
企

業
経
営
者
に
、
事
業
の
継
続
、
経
営

の
健
全
化
に
大
き
な
力
を
与
え
た
。�

　
東
京
都
が
こ
の
減
免
措
置
を
廃
止

と
し
た
場
合
は
、
区
民
と
り
わ
け
中

小
零
細
企
業
経
営
者
に
与
え
る
経
済

的
、
心
理
的
影
響
は
大
き
く
、
ま
た

景
気
に
与
え
る
影
響
も
危
惧
さ
れ
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対

す
る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

減
免
措
置
を
、
平
成
十
五
年
度
以
降

も
引
き
続
き
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
強

く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。�

（
東
京
都
知
事
あ
て
）�

���

　
地
域
経
済
を
支
え
て
い
る
中
小
企

業
は
、
長
期
化
す
る
景
気
の
低
迷
に

よ
り
、
厳
し
い
経
営
状
況
下
に
あ
る
。�

　
不
良
債
権
の
処
理
に
よ
り
連
鎖
倒

産
や
失
業
者
が
急
増
し
、
金
融
機
関

の
破
綻
等
に
よ
る
影
響
も
大
き
な
も

の
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
一
連

の
金
融
上
の
問
題
に
よ
っ
て
、
健
全

な
中
小
企
業
が
倒
産
に
追
い
込
ま
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る

こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。�

　
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、

地
域
や
中
小
企
業
に
円
滑
な
資
金
供

給
等
を
目
的
と
す
る
金
融
ア
セ
ス
メ

ン
ト
法
の
制
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
講
じ

る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。�

　
　
　
　
　
　
記�

一
　
不
良
債
権
の
最
終
処
理
に
あ
た

っ
て
は
、
中
小
企
業
と
地
域
経
済

へ
の
影
響
を
最
小
限
と
す
る
方
策

を
講
じ
る
こ
と�

一
　
中
小
企
業
の
実
態
に
あ
っ
た
金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、

中
小
企
業
に
適
用
す
る
こ
と�

一
　
金
融
ア
セ
ス
メ
ン
ト
法
を
制
定

す
る
こ
と�

（
衆
・
参
議
院
議
長
、内
閣
総
理
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
、金
融
担
当
大
臣
あ
て
）���������

���

　
Ｂ
Ｓ
Ｅ（
牛
海
綿
状
脳
症
）問
題
に

続
き
、
指
定
外
添
加
物
を
使
用
し
た

食
品
等
が
大
量
に
流
通
す
る
な
ど
、食

品
を
め
ぐ
る
問
題
は
後
を
絶
た
な
い
。�

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
遺
伝
子

組
み
換
え
技
術
を
用
い
た
イ
ネ
が
開

発
さ
れ
、
そ
の
実
験
栽
培
が
国
内
で

行
わ
れ
、
食
品
や
飼
料
と
し
て
の
商

品
化
へ
向
け
て
研
究
が
さ
れ
て
い
る
。�

　
コ
メ
は
日
本
人
の
主
食
品
で
あ
り
、

ま
た
日
本
の
農
業
の
要
と
し
て
そ
の

環
境
と
文
化
を
育
ん
で
き
た
大
切
な

作
物
で
あ
る
。
国
民
的
合
意
の
な
い

ま
ま
、
安
易
に
遺
伝
子
組
み
換
え
イ

ネ
が
食
品
や
飼
料
と
し
て
国
内
に
流

通
さ
れ
れ
ば
、
国
民
の
不
安
は
さ
ら

に
高
ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
遺
伝
子
組
み
換
え
イ
ネ
を
食

品
や
飼
料
と
し
て
、
承
認
し
な
い
よ

う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。�

（
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、�

農
林
水
産
大
臣
あ
て
）�

���

　
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
（
住
基
ネ
ッ
ト
）
が
稼
働
し

て
い
る
が
、
稼
働
の
前
提
と
な
る
べ

き
国
の
個
人
情
報
保
護
法
制
が
整
備

さ
れ
な
い
中
で
の
運
用
開
始
に
、
個

人
情
報
保
護
等
に
対
す
る
住
民
の
不

安
の
声
が
あ
が
っ
た
。�

　
足
立
区
は
、
個
人
情
報
保
護
に
関

す
る
条
例
を
制
定
し
て
い
る
が
、
条

例
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
に
は
限
界
が

あ
り
、
住
基
ネ
ッ
ト
等
に
よ
り
外
部

機
関
が
利
用
す
る
区
民
情
報
に
つ
い

て
も
、
不
正
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。�

　
そ
の
た
め
、
個
人
の
権
利
・
利
益

を
体
系
的
に
保
護
し
、
確
実
に
住
民

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
護
さ
れ
る
個

人
情
報
保
護
関
連
法
の
一
日
も
早
い

制
定
が
望
ま
れ
て
い
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
個
人
情
報
保
護
関

連
法
の
早
期
制
定
を
図
る
と
と
も
に
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
万
全
を
期

す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。�

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、�

総
務
大
臣
あ
て
）�

���

　
少
子
化
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る

今
日
、
子
育
て
は
、
地
域
や
社
会
全

体
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
。�

　
我
が
国
の
将
来
を
担
う
子
ど
も
た

ち
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め
に
は
、

地
域
や
社
会
に
お
け
る
子
育
て
の
た

め
の
環
境
整
備
、
子
育
て
家
庭
へ
の

経
済
的
支
援
な
ど
、
総
合
的
な
子
育

て
支
援
策
を
展
開
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
実
現

す
る
よ
う
、強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。�

　
　
　
　
　
　
記�

一
　
子
育
て
中
の
一
定
期
間
、
年
金

被
保
険
者
の
保
険
料
を
減
免
す
る

な
ど
、
年
金
資
金
を
活
用
し
た
子

育
て
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と�

一
　
育
児
・
介
護
休
業
制
度
を
利
用

し
や
す
く
す
る
た
め
に
、
育
児
・

介
護
休
業
手
当
の
引
き
上
げ
を
図

る
と
と
も
に
、
育
児
休
業
等
を
理

由
と
す
る
不
利
益
な
取
り
扱
い
を

禁
止
す
る
な
ど
、
制
度
の
改
善
・

拡
充
を
図
る
こ
と�

一
　
乳
幼
児
（
小
学
校
就
学
前
）
医

療
費
の
助
成
を
行
い
、
健
康
保
険

自
己
負
担
分
の
無
料
化
を
図
る
こ

と�

一
　
妊
産
婦
健
診
に
対
す
る
公
的
助

成
の
拡
大
及
び
不
妊
治
療
に
対
し

て
の
健
康
保
険
の
適
用
な
ど
公
的

支
援
を
図
る
こ
と�

一
　
保
育
所
入
所
待
機
児
童
解
消
を

め
ざ
し
、
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
に

対
応
す
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

を
図
る
こ
と�

一
　
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
な

ど
、
地
域
の
「
子
育
て
拠
点
」
を

整
備
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関

の
連
携
に
よ
る
子
育
て
支
援
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
、
子
育
て
の

悩
み
や
不
安
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト

体
制
を
充
実
す
る
こ
と�

一
　
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
し
、
自
立

の
た
め
の
経
済
的
援
助
を
は
じ
め
、

就
労
支
援
の
充
実
、
養
育
費
の
助

成
等
、
法
的
整
備
を
含
む
総
合
的

な
相
談
体
制
の
構
築
な
ど
、
万
全

の
支
援
を
図
る
こ
と�

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、�

厚
生
労
働
大
臣
あ
て
）�

���

　
北
朝
鮮
に
よ
る
日
本
人
拉
致
問
題

は
、
我
が
国
の
主
権
を
侵
害
し
た
国

家
的
犯
罪
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
道

に
反
す
る
重
大
な
犯
罪
で
も
あ
る
。�

　
小
泉
首
相
の
訪
朝
で
、
金
正
日
国

防
委
員
長
が
、
拉
致
を
認
め
謝
罪
し

た
こ
と
は
、
問
題
の
解
決
に
一
定
の

前
進
を
も
た
ら
す
も
の
と
評
価
す
る
。�

　
し
か
し
、
謝
罪
の
言
葉
と
矛
盾
し

て
「
拉
致
問
題
は
解
決
済
み
」
と
い

う
旨
の
北
朝
鮮
高
官
の
発
言
や
、拉

致
被
害
者
に
関
す
る
資
料
の
ず
さ
ん

さ
に
は
、憤
り
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。�

　
日
朝
国
交
正
常
化
は
重
大
な
懸
案

事
項
で
は
あ
る
が
、
毅
然
と
し
た
外

交
姿
勢
で
拉
致
問
題
等
の
全
容
を
解

明
し
、
被
害
者
と
そ
の
家
族
へ
の
誠

意
あ
る
謝
罪
と
補
償
を
北
朝
鮮
に
要

求
す
べ
き
で
あ
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
に
つ
い

て
、
拉
致
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
意

向
を
尊
重
し
た
対
応
を
強
く
求
め
る

も
の
で
あ
る
。�

　
　
　
　
　
　
記�

一
　
北
朝
鮮
に
残
さ
れ
た
家
族
の
帰

国
を
早
期
に
実
現
す
る
こ
と�

一
　
「
死
亡
し
た
」
と
さ
れ
、
生
存

が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
拉
致
被
害

者
に
関
す
る
正
確
な
情
報
と
現
地

調
査
を
北
朝
鮮
に
求
め
る
と
と
も

に
、
拉
致
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
徹
底
的

な
調
査
と
解
明
を
北
朝
鮮
に
求
め

る
こ
と�

一
　
拉
致
と
い
う
国
家
的
犯
罪
に
よ

っ
て
、
被
害
者
の
人
権
と
人
生
の

大
半
を
犠
牲
に
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

に
対
し
、
北
朝
鮮
に
国
家
賠
償
を

求
め
る
こ
と�

一
　
北
朝
鮮
に
対
し
、
核
開
発
の
即

時
停
止
及
び
生
物
兵
器
の
撤
廃
を

求
め
る
こ
と�

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、�

総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
あ
て
）�

��������
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都
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小
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意
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書�

個
人
情
報
保
護
関
連
法
の
早
期
制�

定
を
求
め
る
意
見
書�

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
の
徹�

底
解
明
を
求
め
る
意
見
書�

子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
の�

た
め
に
総
合
的
な
子
育
て
支
援
策�

を
求
め
る
意
見
書�

中
小
企
業
の
た
め
の
金
融
支
援
策�

の
早
期
実
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と
金
融
ア
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メ
ン�

ト
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の
制
定
を
求
め
る
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見
書�

今
定
例
会
で
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決
し
た�




